
四日市市教育委員会告示第１１号 

四日市市立図書館視覚障害者等サービス実施要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

  令和６年５月３１日 

                        四日市市教育長  廣瀬 琢也  

 

四日市市立図書館視覚障害者等サービス実施要綱の一部を改正する要綱 

四日市市立図書館視覚障害者等サービス実施要綱（令和元年四日市市教育委員会告

示第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、四日市市立図書館

規則（昭和４８年四日市市教育委員会

規則第８号）（以下、「規則」とい

う。）第２７条の規定に基づき、四日

市市立図書館（以下、「図書館」とい

う。）が、視覚障害、発達障害、肢体

不自由その他の障害により視覚による

表現の認識が困難な者（以下、「視覚

障害者等」という。）へのサービス

（以下、「視覚障害者等サービス」と

いう。）を実施するに当たり、必要な

事項を定めるものとする。 

 

第１条 この要綱は、四日市市立図書館

規則（昭和４８年四日市市教育委員会

規則第８号）（以下、「規則」とい

う。）第２７条の規定に基づき、四日

市市立図書館（以下、「図書館」とい

う。）が、視覚障害その他の障害によ

り視覚による表現の認識が困難な者

（以下、「視覚障害者等」という。）

へのサービス（以下、「視覚障害者等

サービス」という。）を実施するに当

たり、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） （定義） 

第２条 この要綱において､次の各号に

掲げる用語の意義は､それぞれ当該各号

に定めるところによる｡ 

第２条 この要綱において､次の各号に

掲げる用語の意義は､それぞれ当該各号

に定めるところによる｡ 

(1) （略） (1) （略） 

(2) アクセシブルな書籍等（以下、 (2) 障害者サービス用資料（以下、



「書籍等」という｡） 視覚障害者等

が利用しやすい書籍及び電子書籍。

例えば、点字資料、拡大資料、ＬＬ

ブック、点字つき触る絵本、布の絵

本、音声読み上げに対応した電子書

籍、デイジー資料等 

「障害者用資料」という。） 視覚

障害者等が利用できる形態に変換さ

れた点字資料、録音資料、DAISY資

料、点字つき絵本、触る絵本、布の

絵本等 

(3) 読書支援機器（以下、「機器」と

いう。） 視覚障害者等の読書を支

援する機器。例えば、リーディング

トラッカー、リーディングルーペ

（拡大鏡）、拡大読書器、音声読書

器、視覚障害者用パソコン、デイジ

ー再生機、点字器、点字タイプライ

ター、点字ディスプレー等 

(3) 読書支援機器（以下、「機器」と

いう。） 視覚障害者等の読書を支

援するための老眼鏡、ルーペ、拡大

読書器、音声読書器、視覚障害者用

パソコン、DAISY再生機、点字器、点

字タイプライター、点字プリンタ

ー、点字ディスプレー等 

(4) 特定書籍等・特定電子書籍等（以

下、特定書籍等という。） 著作権

法（昭和４５年法律第４８号）第３

７条の規定に基づき視覚障害者等の

利用に供するために製作された書籍

等 

(4) 視覚障害者等用データ 著作権法

（昭和４５年法律第４８号）第３７

条の規定に基づき視覚障害者等の利

用に供するために製作された点字デ

ータ、DAISYデータ等 

(5) 図書館協力者（以下、「協力者」

という。） 図書館長（以下「館

長」という。）の指示の下で、対面

読書及び特定書籍等の製作に携わる

点訳者、音訳者、デイジー編集者等 

 

(5) 図書館協力者（以下、「協力者」

という。） 図書館長（以下「館

長」という。）の指示の下で、対面

読書及び障害者用資料の製作に携わ

る点訳者、音訳者、DAISY編集者等 

 

（視覚障害者等サービス） （視覚障害者等サービス） 

第３条 図書館は､視覚障害者等サービ

スとして次の各号に掲げる事業を行う

ものとする｡ 

第３条 図書館は､視覚障害者等サービ

スとして次の各号に掲げる事業を行う

ものとする｡ 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 書籍等及び機器の館内利用 (2) 障害者用資料及び機器の館内利用 



(3) 点字資料及びデイジー資料等（以

下、「点字資料等」という。）の貸

出し及び製作 

(3) 障害者用資料の貸出し及び製作 

(4) 特定書籍等の配信サービス（以

下、「配信サービス」という。） 

(4) 視覚障害者等用データの配信サー

ビス（以下、「配信サービス」とい

う。） 

(5) （略） 

 

(5) （略） 

（利用者） （利用者） 

第４条 前条に規定する視覚障害者等サ

ービスを利用できる者（以下、「利用

者」という。）は、次の各号に掲げる

ものとする｡ 

第４条 前条に規定する視覚障害者等サ

ービスを利用できる者（以下、「利用

者」という。）は、次の各号に掲げる

ものとする｡ 

(1) 視覚障害者等の読書環境の整備の

推進に関する法律（令和元年法律第

４９号）第２条に規定する視覚障害

者等 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）第１５条に規定する

視覚障害のある身体障害者 

(2) （略） (2) （略） 

２ 前条第３号及び第４号に掲げるサー

ビスを利用できる者は､規則第７条に規

定する者とする｡ 

 

 

（利用手続） （館外の利用手続） 

第５条 利用者が、初めて視覚障害者等

サービスを利用しようとするときは、

本人又は代理人が来館又は郵送、ファ

ックス、電子メール等の方法で、図書

館に申し出るものとする。 

第５条 障害者用資料の貸出し及び配信

サービスを初めて利用しようとする者

（以下、「館外利用者」という。）

は、規則第７条に規定する者で、本人

又は代理人が来館又は郵送、ファック

ス、電子メール等の方法で視覚障害者

等サービス利用申込書（第１号様式）

による手続を経て利用しなければなら

ない。 



２ 手続は、視覚障害者等サービス利用

登録申込書(第１号様式)により行うも

のとする｡ 

 

３ 館長は、視覚障害者等サービス利用

登録確認項目リスト（第２号様式）に

より、資格要件の確認を行うものとす

る。 

２ 館長は、前項の手続がされたとき

は、視覚障害者等サービス利用登録確

認項目リスト（第２号様式）により、

資格用件を満たしていることを確認し

なければならない。 

４ 利用者が、書籍等を借り受けようと

するときは、規則第８条に規定する貸

出券の交付を受けるものとする。 

 

３ 館長は、館外利用者が規則第８条に

規定する貸出券の交付を受けていない

ときは、貸出券を交付する。 

（対面読書） （対面読書） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 利用者が､前項のサービスを受けよ

うとするときは､事前に図書館に申し出

なければならない｡ 

 

２ 利用者が､前項のサービスを受けよ

うとするときは､図書館に申し出なけれ

ばならない｡ 

（書籍等及び機器の館内利用） （障害者資料及び機器の館内利用） 

第７条 利用者が、書籍等及び機器を館

内利用しようとするときは、図書館員

の指示により行うものとする。 

 

第７条 利用者が、障害者用資料及び機

器を館内利用しようとするときは、図

書館員の指示により行うものとする。 

（点字資料等の貸出し及び製作） （障害者用資料の貸出し及び製作） 

第８条 点字資料等の貸出し及び配信サ

ービスを利用する者（以下、「館外利

用者」という。）は､直接又は郵送によ

り､点字資料等の貸出しを受けることが

できる｡ 

第８条 館外利用者は、直接又は郵送に

より、障害者用資料の貸出しを受ける

ことができる。 

２ 点字資料等の貸出し点数は、規則第

９条の規定とは別に１０タイトル以内

とし､貸出し期間は１か月以内とする｡ 

２ 障害者用資料の貸出し点数は、規則

第９条の規定とは別に障害者用資料

で、１０タイトル以内とし、貸出し期



間は１か月以内とする。 

３ 館外利用者の求める点字資料等が入

手困難なときは、図書館で製作して提

供することができる。 

 

３ 館外利用者の求める障害者用資料が

入手困難なときは、図書館で製作して

提供することができる。 

（配信サービス） （配信サービス） 

第９条 館外利用者は、配信サービスに

よりインターネット又は電子メール

で、特定書籍等の提供を受けることが

できる。 

 

第９条 館外利用者は、配信サービスに

より視覚障害者等用データの提供を受

けることができる。 

（書籍等の複製） （障害者用資料の複製） 

第１０条 図書館が書籍等を複製すると

きは、著作権法の規定を遵守して行う

ものとする。 

第１０条 図書館が障害者用資料を複製

するときは、著作権法の規定を遵守し

て行うものとする。 

 

第１号様式を次のように改める。 

 

 



 

 



第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



附 則 

  この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 

（教育委員会図書館） 


